
                    

公示 

 

健診委託機関による医療機関受診勧奨の委託機関の募集について 

 

１．委託業務概要 

健診機関は、生活習慣病予防健診を受診した結果、血圧・血糖・LDL-C値が要治療・要精検

と診断された者に対し、受診勧奨及び受診確認を行い、健診機関は支部に件数を報告、支部は

受診状況を確認し、受診件数に応じて委託費を支払うこととする。 

 

２．委託契約及び委託契約期間 

委託契約は、全国健康保険協会新潟支部長と委託条件を満たした機関との間に「健診委託機

関による医療機関受診勧奨委託契約」を締結します。 

なお、委託期間は、契約締結日から令和８年３月３１日までとします。 

 

３．委託条件 

協会支部契約の生活習慣病予防健診機関であること。なお、本業務については公募により実

施し、希望する健診機関は公募期間中に「医療機関受診勧奨業務委託受託申請書（様式１）」

を協会支部に提出すること。提出された資料等について、内容審査を行い決定します。 

 

４．提出書類 

（１） 受託申請書（様式１） 

（２） 受診勧奨文書（任意様式）※文書で実施する場合 

（３） 受診確認文書（任意様式）※文書で実施する場合 

 

５．受付期間 

令和７年４月７日（月）から令和７年９月３０日（火）まで 

受付時間８：３０から１７：１５まで   ※土日・祝日は除く 

 

６．提出・問い合わせ先 

〒９５０－８５１３ 新潟市中央区東大通２丁目４-４ 日生不動産東大通ビル３階 

 全国健康保険協会新潟支部 保健グループ （担当）松野 

 電話 ０２５-２４２-０２６０（FAXでの提出は不可） 

 

７．その他 

（１） 提出された書類一式は、返却しませんのでご了承ください。 

（２） 本事業応募に係る提出書類作成及び提出等に要する費用はすべて受託者の負担としま

す。                               

 

以上 


